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学校運営協議会設置に係る Q&A（国の動向編） 
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Ⅰ 国の動向 

 

 

CSは、学校運営協議会（以下「協議会」といいます。）を設置する学校のことをいいます。 

協議会は、保護者や地域住民の意見を学校運営に反映し、地域とともにある学校づくりを実現するため

の仕組みであり、平成 16 年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十

二号。以下「地教行法」といいます。）の改正によって制度化されて以来、「地域と連携した取組が組織的

に行えるようになった」などといった成果に関する認識とともに、全国に広がってきているところです。 

他方、今日、児童生徒の状況に応じたきめ細かい学習支援、生徒指導上の課題への対応、学校安全の確

保など、学校を取り巻く課題はますます複雑化・困難化しており、こうした課題を解決し、子供たちの「生

きる力」を育むためには、教職員のみならず、地域住民や保護者等（以下「地域住民等」といいます。）

の適切な支援を得ながら、学校運営の改善を図っていく必要があります。 

このため、学校と地域の組織的・継続的な連携を可能とする協議会について、更なる活動の充実と設置

の促進を図る必要があるとの認識の下、必要な制度の見直しを行い、平成 29 年４月１日から改正地教行

法が施行されました（以下、本改正を「平成 29年改正」といいます。）。 

各教育委員会においては、改正された制度の趣旨を踏まえ、それぞれの地域や学校の状況に応じた適切

な措置を講ずる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１ コミュニティ・スクール（以下「CS」といいます。）に関する国の動向を教えてください。 
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これからの公立学校は、地域とともにある学校へと転換し、地域との連携・協働体制を持続可能なもの

としていくことが不可欠であることから、全ての公立学校において学校運営協議会制度の導入を目指すべ

く、各教育委員会に対して、これまで任意に設置するものとされていた協議会について、設置の努力義務

を課されることとなりました。 

この趣旨は、各教育委員会において、協議会が有効に機能するために必要な学校と地域の信頼関係の構

築や、関係者の理解増進等の手順を踏みつつ、漸次、協議会の設置に向けた取組を進めていくことが求め

られています。 

  協議会をまだ設置していない教育委員会においては、この改正の趣旨を踏まえ、協議会の設置に向けた

検討をこれまで以上に積極的に行うことが必要です。 

 

 

 

今日の学校を取り巻く課題に適切に対応するためには、地域住民等との連携・協働体制を構築し、その

協力を得ることが不可欠です。そして、それらの協力・支援活動が適切に行われるためには、その活動を

担う地域住民等が、当該学校の校長が持つ学校運営のビジョンや、当該学校の運営の現状、児童生徒が抱

える課題等を的確に把握することが必要です。 

  従来から、協議会は、その協議の対象となる学校（以下「対象学校」といいます。）の校長が作成する

学校運営に関する基本方針の承認等を通じて、対象学校の運営について協議をすることとされていました。

このような学校運営に関する協議を通じて、協議会は、学校運営の現状や児童生徒が抱える課題等を把握

する立場にあり、そうした課題を解決するための地域住民等による支援の方法や内容について、協議会が

併せて協議を行うことが効果的であると考えられます。 

  こうした状況を踏まえ、平成 29 年改正より、協議会の役割と

して、従来の学校運営に関する協議に加え、学校運営への必要な

支援に関する協議も行うものとされました。 

  各教育委員会においては、協議会が有効に機能するために必要

な学校と地域の信頼関係の構築や、関係者の理解増進等の手順を

踏みつつ、漸次、協議会の設置に向けた取組を進めることが大切

となります。 

 

 

 

  協議会を設置する対象の学校となり得るのは、地方公共団体が設置する小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園です。 

 なお、本県においては、当面は小・中学校への導入に向けて検討を進めています。 

 

 

 

旧制度においては、協議会は学校ごとに置くものとされていたところですが、小中一貫教育の効果的な

実施や、中学校区内における複数の学校間の円滑な連携を図るためには、複数の学校について一つの協議

Q２ 協議会は必ず設置しなければならないのですか。 

 

Q４ 協議会の設置対象校を教えてください。 

 

Q５ 協議会は、各学校に置くとするものですか。 

 

Q３ 協議会の役割や設置する際に留意すべきことについて教えてください。 

 

学校運営協議会 
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会を置くことができる仕組みが必要であるとの指摘も踏まえ、今回

の改正において、同一の教育委員会の所管に属する二以上の学校に

ついて相互に密接な連携を図る必要がある場合には、当該二以上の

学校について一の協議会を置くこともできるよう、規定の整備を行

いました。 

具体的にどのような場合に複数の学校で一つの協議会を置くこ

とができるかについては、法の委任を受け、「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する

二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場

合を定める省令（平成二十九年文部科学省令第二十三号）」において定められています。 

 

 

 

協議会は、学校運営及び任命権者の任命権の行使の手続に関与する一定の権限が付与される機関である

ことから、その委員については、設置者である教育委員会の責任において人選が行われ、任命されること

になります。 

その際、幅広く適任者を募る観点から、例えば、公募制の活用等選考方法を工夫するとともに、地域住

民や保護者等へ広報、周知に努める必要があります。 

 

 

 

  委員は、これまで、対象学校が所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

等から選任することとされていました。 

しかし、協議会は、平成 29 年改正により、学校運営への必要な支援に関しても協議を行うこととしま

した。この協議が実効的・効果的に行われ、かつ、その結果を踏まえた学校運営への支援活動が円滑に実

施されるためには、実際に当該学校の運営改善に関する活動を行っている者が協議に加わることが求めら

れるようになりました。 

  このため、平成 29 年改正により、協議会の委員に「学校の運営に資する活動を行う者」が加えられま

した。その典型的な例としては、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）に規定される「地域学校協

働活動（※１）」において、中核的な役割を果たす「地域学校協働活動推進員（※２）」が想定されていますが、

それ以外にも、例えば、 

  ■年間を通じて学校と地域の行事の共同実施や、朝学習の指導を積極的に行う自治会や PTA 等の団体

の代表者 

   ■学校の授業における学習支援やキャリア教育を積極的に行う NPOの代表者 

といった方を任命することも考えられます。 

  これらの学校運営への支援に関するネットワークを持っている方をす

でに任命している教育委員会におかれては、そうした方を「学校の運営

に資する活動を行う者」として任命することで、さらに効果的な協議会

の運営が期待されます。 

また、法定されている者以外の委員としては、例えば、対象学校の校

長、教職員、指導主事等の教育委員会事務局職員に加えて、地域の商工

Q６ 協議会の委員は誰が決めるのですか。 

 

Q７ 協議会の委員は具体的にはどのような方が望ましいのでしょうか。 

 

C中学校 

学校運営 
協議会 

小中一貫型小・中学校など 

B小学校 A小学校 
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会等の関係者、警察や児童福祉施設など関係機関の職員、教育行政や学校教育に指揮権を有する有識者等

が想定されています。 

 

※１ 地域学校協働活動 

    登下校指導、校庭整備、各教科の学習支援、地域の資源回収、地域伝統行事への参加等、地域と学校が相互にパートナーとして

連携・協働して行う様々な活動のことです。教育振興運動の活動内容もこれにあたります。これらの活動は、地域の高齢者、成人、

学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支える

とともに、「学校を核とした地域づくり」を目指しています。 

 ※２ 地域学校協働活動推進員 

    従来の学校支援等に従事している「コーディネーター」のことです。社会教育法第 9 条の 7 では、教育委員会が地域学校協働推

進員を委嘱できることを定めており、地域と学校をつなぐコーディネーターは、今後、「地域学校協働活動推進員」として委嘱され

ることが推奨されています。 

 

 

 

協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関する協議を行い、後述するように、校長が作成す

る学校運営に関する基本的な方針を承認する役割を担う機関です。そのため、協議会の委員は、単に第三

者的な立場から学校運営を批評するような者ではなく、対象学校について一定の理解を有した上で、当該

学校を応援する存在として、その運営改善に資するような建設的意見を述べ、学校運営に責任感を持って

参画することができる者であることが求められています。 

  こうした人材を確保するためには、学校運営の責任者としての立場にある校長が、自校の運営の現状や

課題等に照らして、どのような人物がその運営の改善に資するかを考え、任命権者である教育委員会に意

見を申し出ることで、委員の任命にかかる手続きに具体的に関与することが

適当であることから、平成 29 年改正により、対象学校の校長が協議会の委

員の任命に関して教育委員会に意見を申し出ることができることとされま

した。  

各教育委員会におかれては、規則において、委員の選定の際に校長から意

見を聴取する手続きについて規定を置くなど、対象学校の校長が意見を申し

出る機会を確保するための措置を講ずることが必要となります。 

 

 

 

 

委員については、公立学校としての運営の公正性、公平性、中立性の確保に留意しつつ、適切な人材を

幅広く求めて任命するとともに、協議会において合議体として適切な意思形成が行われるよう、研修等を

通じ、委員が協議会の役割や責任について正しい理解を得るよう努める必要があります。 

また、協議会の委員は、地方公務員法第 3条第 3項第 2号に該当し、特別職の地方公務員の身分を有す

ることになります。このため、地方公務員法上の守秘義務等は課されませんが、委員は、児童生徒や職員

等に関する個人的な情報を職務上知り得る可能性があることから、教育委員会規則において守秘義務を定

めるなどの適切な対応が必要となります。 

 

 

 

 

Q８ 教育委員会が決める委員で、学校や地域の実情にあった協議ができるでしょうか。 

 

Q９ 協議会の委員を任命するにあたり、留意すべきことは何ですか。 
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協議会は、校長の作成する学校運営の基本的な方針の承認を通じ、育てたい子供像や目指す学校像等に

関する学校運営のビジョンを共有し、地域住民等の意向を当該方針に反映させることで、地域住民等が校

長とともに学校運営に責任を負っているという自覚と意識を高めるとともに、学校運営の最終責任者であ

る校長を支え、学校を応援する役割を担っていることを明確化するものです。校長は、承認された学校運

営に関する基本的な方針に沿い、その権限と責任において教育課程の編成等の具体的な学校運営を行うこ

とになります。 

教育課程の編成以外の学校運営に関する基本的な方針の対象となる事項としては、一般的には、施設管

理、組織編成、施設・設備等の整備、予算執行等に関する事項が考えられていますが、具体的には、地域

や学校の実態等に応じて教育委員会規則において定めることとなっています。 

なお、協議会は、学校運営に関して協議する機関として設置されるものであることから、基本的な方針

の承認に止まらず、当該学校の運営全般について、広く地域住民等の意見を反映させる観点から、教育委

員会又は校長に対して主体的に意見を申し出ることができることが明確にされました。 

 

 

 

この協議会による対象学校の職員の任用に関する意見は、地域とともにある

学校づくりの観点から、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項につ

いて、地域住民等が協議会を通じて直接任命権者に述べることができることと

したものであり、対象学校の運営に関する基本的な方針を踏まえ、学校と協議

会が実現しようとする教育目標等にかなった教職員の配置を求めるための重

要な機能といえます。 

 

 

 

 協議会を設置していない教育委員会の一部等からは、当該意見が述べられることにより、教職員人事や

学校運営の混乱につながるのではないかとの懸念が示されており、協議会の設置促進にとっての足かせと

なっているとの指摘がありました。 

しかし、こうした懸念は、実際に協議会を設置することにより、ほとんど解消することがわかっていま

す（平成 25 年度の文部科学省の委託調査によれば、「任用の意見の申出で人事が混乱しないか」といっ

た課題意識を持つ対象学校の校長の割合は、協議会設置前は約 23％であったところ、設置後は約 1％に

低減しています。また、平成 27 年度の文部科学省委託調査においては、「教職員の任用に関する意見申

出により人事が混乱した」との設問に対して、回答した対象学校の校長のうち「とても当てはまる」と答

えたのは 0％、「少し当てはまる」と答えたのは約 0.4％にとどまっています。）。 

Q10 協議会は、学校の運営に関してどのようにかかわるとよいのですか。 

 

Q11 「教職員の任用に関する教育委員会に対する意見」の改正の趣旨は何ですか。 

 

Q12 「職員の任用に関する意見」があると、学校の運営自体に混乱を招きませんか。 

 

教育委員会 

第７項 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める

事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当

該職員が県費負担教職員（第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会が

その任用に関する事務を行う職員を除く。）であるときは、市町村委員会を経由するものとする。 
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現行の市町村教育委員会の内申権、校長の意見具申権には変更は生じません。したがって、協議会の意

見の有無や内容にかかわらず、校長は意見具申を行うことが可能であるとともに、都道府県教育委員会は、

市町村教育委員会の内申を待って任命を行う必要があります。その際、市町村教育委員会は、内申の内容

について、協議会の意見の内容との調整に留意する必要があります。 

なお、県費負担教職員に関する協議会の意見については、設置者としてその内容を了知しておく必要が

あることから、手続上、市町村教育委員会を経由して都道府県教育委員会に提出されるものであり、市町

村教育委員会においてその内容が変更されるものではありません。  

 

 

 

 

法律で規定される職員の任用に関する意見の意義が果たされるためには、協議会が単に意見を述べるの

みならず、任命権者において、協議会の意見の内容を実現するよう努めることが求められています。この

ため、本項は、任命権者が協議会の意見を尊重することを規定するものです。 

ただし、本規定は、任命権者の任命権の行使そのものを拘束するものではなく、任命権者は、協議会の

意見を尊重するとともに、市町村教育委員会の内申（地教行法第 38 条）や人事評価の結果等を総合的に

勘案し、最終的には自らの権限と責任において任命権を行使することとなります。 

 

 

 

  職員の任用に関する意見については、各学校の特色や地域の実情等を踏まえつつ、どのような事項を協

議会による意見申出の対象とするかについて、各教育委員会の判断に委ねることが適当と考えられること

から、平成 29 年改正において、協議会の意見の対象となる事項の範囲について、各教育委員会規則で定

めることされました。各教育委員会においては、この趣旨を踏まえ、それぞれの域内の事情を勘案し、適

切に規則を設けることが求められています。 

  規則においてどのような内容を定めるかは、まさに各教育委員会が検討・判断する必要がありますが、

例えば、協議会の趣旨を踏まえた建設的な意見に限ることや、個人を特定しての意見ではなく、対象学校

の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限ることなどが想定されています。 

 

 

 

対象となる「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、指導養護教諭、教諭、養護教諭、

栄養教諭、学校事務職員その他当該学校の職員がすべて含まれます。 

また、「採用その他の任用」とは、採用、転任、昇任に関する事項であり、分限処分、懲戒処分などに

Q15 「職員の任用に関する意見」は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。 

 

Q16 「職員」とは誰のことですか。また「任用」の捉えを教えてください。 

 

 

Q13 「職員の任用に関する意見」があると、教育委員会や校長の意見具申権に変更が生じますか。 

 

Q14 しかし、「職員の任用に関する意見の尊重」とありますが・・・。 

 

第８項 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、第７項の規定により述べら

れた意見を尊重するものとする。 
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ついては本項に基づく意見の対象とはなりません。校長、教育委員会においては、協議会が本項に基づく

意見を述べようとするに当たって、適切な意思形成を行えるよう十分な情報提供に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第 47 条の 6）条文 

学校運営協議会関係法令  

【関係条文】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）（抄） 

   ※学校運営協議会制度は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」（平成

十六年法律第九十一号）において創設。最終改正は「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図

るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」

（平成二十九年法律第五号）による。 

第四十七条の六  

1. 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運

営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなけ

ればならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文

部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。  

2. 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 

一   対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学

校をいう。以下この条において同じ。）  の所在する地域の住民 

二   対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者 

三   社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推

進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 

四   その他当該教育委員会が必要と認める者 

3. 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。 

4. 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事

項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。  

5. 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支

援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他

の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対

象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよ

う努めるものとする。 

6. 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）について、教育委

員会又は校長に対して、意見を述べることができる。  

7. 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項につい

て、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負

担教職員（第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事

務を行う職員を除く。）であるときは、市町村委員会を経由するものとする。  

8. 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊

重するものとする。  

9. 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、

又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保する

資料 
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ために必要な措置を講じなければならない。 

10. 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会

の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。 

 

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第五号）（抄） 

附則 

（学校運営協議会の在り方の検討） 

第五条   政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第四十七条の六の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、

学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運

営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令（平成二十九年文部科学省令第二十三号）

（抄） 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の

運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合

とする。 

一   同一の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、学校教育法施行規則（昭和二十二年

文部省令第十一号）第七十九条の九第一項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫

して施す場合 

二   同一の教育委員会の所管に属する中学校及び高等学校において、学校教育法（昭和二十二年法律第

二十六号）第七十一条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合 

三   同一の教育委員会の所管に属する小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する

中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行

う場合その他教育委員会においてその所管に属する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る

必要があると認めた場合 

 

   ＊なお、上記法令はすべて平成 29年 4月 1日に施行されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

《参考資料》 

文部科学省：「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第 47 条の 6）条文解説 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/suishin/detail/1313081.htm 


